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○平成16年総務省告示第860号（無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード

表）の一部を改正する告示案 新旧対照表  （傍線部分は改正部分） 

改正案 現行 

別表第二号 通信事項コードの欄に記載するコードのコード表 別表第二号 通信事項コードの欄に記載するコードのコード表 

 項目 コード   項目 コード  

 （略） （略）   （略） （略）  

 防災行政事務に関する事項 ＤＡＩ   防災行政事務に関する事項 ＤＡＩ  

 防災行政事務のアンサーバック等に関する事項 ＤＡＫ      

 （略） （略）   （略） （略）  

  

 

附 則 

この告示の施行の際現に免許又は予備免許を受けている公共業務用固定局のうち、住民に対して災害情報等を直接伝達するために無線通信を行うもの

であって、専ら一の特定の無線局（法第103条の２第15項第２号に規定するものであって、54MHzを超え70MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。）

のみを通信の相手方とするものの通信事項については、防災行政事務のアンサーバック等に関する事項とみなす。 

 


